
 
 
 

会 報 委 員  小 関  正 晃  
日 時   令 和 ７ 年 ９ 月 1 ９ 日  
    午 後 ６ 時 ０ 0 分 〜 午 後 ７ 時 ４ 5 分  
場 所   尾 張 一 宮 駅 i ビ ル ２ 階  大 会 議 室  
講 師   愛 知 県 ⾏ 政 書 ⼠ 会 副 会 ⻑  子 安  幸 代  先 生  
テ ー マ  補 助 者 ・ 使 用 人 ⾏ 政 書 ⼠ ・ 委 任 状 ・ 職 務 上 請

求 に つ い て  
参 加 者  １ ３ 人  
 
 

尾 北 支 部 で は 、 令 和 ７ 年  
度 第 ２ 回 全 体 研 修 会 を i ビ  
ル に て 一 宮 支 部 と 合 同 で 開  
催 し ま し た 。  
 今 回 の 研 修 は 愛 知 県 ⾏ 政  
書 ⼠ 会 の 子 安 幸 代 副 会 ⻑ を  
講 師 に お 迎 え し て 補 助 者 ・  
使 用 人 ⾏ 政 書 ⼠ ・ 委 任 状 ・  
職 務 上 請 求 の 基 本 と 実 務 の  
ポ イ ン ト に つ い て 講 義 を し て 頂 き ま し た 。  
 ⾏ 政 書 ⼠ 法 と ⾏ 政 書 ⼠ 制 度 の 基 礎 知 識 に つ い て 詳 細
な 説 明 を し て 頂 き 、 ⾏ 政 書 ⼠ 業 務 拡 大 に 伴 い ⾏ 政 書 ⼠
法 及 び 職 務 基 本 規 則 を 正 し く 理 解 す る こ と が 必 要 で あ
る と 学 び ま し た 。  
 ま た 、 職 務 上 請 求 書 の 適 正 使 用 に つ い て は 、 職 務 上
請 求 書 と 委 任 状 の 違 い と 使 い 分 け に つ い て 学 び 、 職 務
上 請 求 書 が ⾏ 政 書 ⼠ に 認 め ら れ て い る こ と の 重 要 性 と
責 任 の 重 さ を 痛 感 し ま し た 。  
 補 助 者 ・ 使 用 人 ⾏ 政 書 ⼠ に つ い て は 、 業 務 の 制 限 や
適 正 な 指 導 監 督 の 必 要 性 に つ い て 学 び ま し た 。  
 今 回 の 研 修 を 通 し て 、 補 助 者 ・ 使 用 人 ⾏ 政 書 ⼠ ・ 委
任 状 ・ 職 務 上 請 求 書 の 基 本 的 な 考 え 方 か ら 実 務 上 の 取
扱 い 方 法 、 運 用 上 の 注 意 点 ま で 講 師 の 子 安 副 会 ⻑ が 丁
寧 に 分 か り 易 く 講 義 し て 下 さ り 、 参 加 し た 会 員 に と っ
て も よ り 深 く 理 解 す る 事 が 出 来 、 非 常 に 有 意 義 な 講 義
に な っ た と 感 じ ま し た 。  

今 回 の 研 修 で 得 た こ と を 今 後 の ⾏ 政 書 ⼠ 業 務 に 活 か
し 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス を 遵 守 し た 上 で 、 職 務 に 励 み た
い と 思 い ま す 。  
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